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スタッフ間では、和やかな雰囲気でチーム活動の連携をはかる
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調査等の対象　　　　実施年月日　　　　実施管理者　　　　　　実施者�
○○○○製造工場　　平成○年○月○日　衛生管理者　○○○○　化学物質管理者　○○◇◇、　□□研究室　□□○○室長、　工務課　◇◇○○係長�

化学物質等の名称　　　　　　　　　　　　　　　　作業の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�

化学物質名：○○○○　　　　　　　　　GHS分類等：酸化性固体・区分３・事業場内区分s-C、皮膚刺激性・区分２・事業場内区分h-C　　　　　　　　　　　　　　　
�

1　　　○○○○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉庫搬入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2　　　　同上　　　　　　　同上　　　　　　　　　　　　反応槽への投入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3　　　　同上　　　　　　　同上　　　　　　　　　　　　空袋の処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4　　　　同上　　　　　　　同上　　　　　　　　　　　　反応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�

化学物質名：○○△△　　　　　　　　　GHS分類等：急性毒性・区分４・事業場内区分h-D　　　　　　　荷姿：液体、500gビン入り　　　　　　沸点50℃�

5　　　　○○△△　　　　　h-D　　　　　　　　　製品Ａの加工時付着油脂払拭　　  ・1人での作業・個人ばく露測定結果あり、MOEは3.4　　　　　　　　　　　　

危険性又は有害性�
社内ランク�No.

負傷が発生する可能性の度合又はばく露の程度�
作業の状況�
危険性又は有害性�

s-C�
h-C 

・袋の上端を切断し、投入口から投入・１人での作業・全体換気装置あり�
・防じんマスク、保護手袋、保護眼鏡着用・周辺に３名の持ち場�
・周辺への飛散のおそれ�

・同上・投入後袋を折りたたんで所定の置き場へ・1人での作業�
・全体換気装置あり・防じんマスク、保護手袋、保護眼鏡着用�
・周辺に３名の持ち場・残留物の飛散のおそれ�

・物質Ｂとの反応・発熱反応・反応槽周囲５名の持ち場�
・温度で制御・制御失敗のおそれ�

・パレット上の袋をフォークリフトで搬入�
・防じんマスク、保護手袋、保護眼鏡着用�
・１人での作業・破袋のおそれ�
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「負傷又は疾病の重篤度」については、基本的に休業日数等を尺度として使用するものであり、以下のように区分する例がある。

q 死亡災害や身体の一部に永久損傷を伴うもの

w 休業災害（１か月以上のもの）、一度に多数の被災者を伴うもの

e 休業災害（１か月未満のもの）、一度に複数の被災者を伴うもの

r 不休災害やかすり傷程度のもの

「負傷又は疾病の可能性の度合」は、危険性又は有害性への接近の頻度や時間、回避の可能性等を考慮して見積もるものであり、以下のように区分す

る例がある。

q 日常的に長時間行われる作業に伴うもので回避困難なもの

w 日常的に行われる作業に伴うもので回避可能なもの

e 非定常的な作業に伴うもので回避可能なもの

r まれにしか行われない作業に伴うもので回避可能なもの

リスク見積り方法の例には、以下の例１～３のようなものがある。

その他に、数値化による方法（重篤度と発生可能性をそれぞれ点数化し、加算（又は乗算）して評価する方法）、枝分かれ図を用いた方法などがある。

�

 致命的 重大 中程度 軽度�

 ５ ５ ４ ３�

 ５ ４ ３ ２�

 ４ ３ ２ １�

 ４ ３ １ １�

例：マトリクス（表）を用いた方法�
重篤度「w重大」、可能性の度合「w比較的高い」の場合の見積り例�

負傷又は疾病の重篤度�

負傷又は疾病の�
発生可能性の度合 �

極めて高い�

比較的高い�

可能性あり�

ほとんどない�

直ちにリスク低減措置を講ずる必要がある。�
措置を講ずるまで作業停止する必要がある。�
十分な経営資源を投入する必要がある。�

速やかにリスク低減措置を講ずる必要がある。�
措置を講ずるまで使用しないことが望ましい。�
優先的に経営資源を投入する必要がある。�

必要に応じてリスク低減措置を実施する。�

優先度�リスク�

４～５�

�

�

１�

高�

２～３� 中�

低�

工場長　　環境安全衛生部長　　総務課長�
�
�

　　　　　取扱量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リスク低減対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　採用したリスク低減対策　　　　　措置後のリスク�

　　　　荷姿：粉状、10Kg紙袋、月200kg　�

　　　　200 Kg/月1回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  3

　　　　10Kg/1日1回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　1袋/1日1回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2

　　　　10Kg/1日1回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ・代替化学物質等の調査・現状の維持　　　　　　　　　　　　　　・現状の維持　　　　　　　　　　　　　　１�

リスク優先度�

負傷又は疾病の�
発生可能性�

Ⅳ�

4
・包装を袋からコンテナへ変更・粉状形態から粒状形態に変更�
・誘導者の配置・保護具着用の一層の徹底�

・粉状形態から粒状形態に変更�
（納入者との協議開始）�
・保護具着用の一層の徹底�

Ⅲ�

3

・包装を袋からコンテナへ変更・粉状形態から粒状形態に変更�
・局所排気装置の増設・保護具着用の一層の徹底�

Ⅲ�

3
・包装を袋からコンテナへ変更・粉状形態から粒状形態に変更�
・局所排気装置の増設・保護具着用の一層の徹底�

Ⅰ�

2

・制御用温度センサーの二重化�
・現状リスクの受け入れ� ・制御用温度センサーの二重化�

<ばく露限界�

１�

10g/d�
  2h/d
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皮膚腐食性�
眼に対する重篤な損傷性�

金属腐食性�

呼吸器感作性�
生殖細胞変異原性�
発がん性�
生殖毒性�

特定標的臓器毒性（単回・反復暴露）�
吸引性呼吸器有害性�

�

環境有害性�

 急性毒性(低毒性)�
皮膚刺激性�
眼刺激性�
皮膚感作性�

特定標的臓器毒性（単回暴露）�
�

高圧ガス�
�

急性毒性(高毒性)　�

 �
可燃性／引火性�
自己反応性�
 自然発火性�
自然発熱性�
水反応可燃性�
有機過酸化物�

�
�

 火薬類�
自己反応性�
有機過酸化物�

支燃性／酸化性�

21 92007.1 第47号
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�

�

CH3 OH = 32.04　　　CAS No.　67-56-1�

メタノール含量　99.5％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　   14kg

メタノール�
Methanol（Methyl Alcohol）

　　　　　　　　　　　　　　　�
取扱注意�
● すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。�
● この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。�
● 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。�
● 静電気放電に対する予防措置を講ずること。�
● 保護手袋および保護眼鏡／保護面を着用すること。�
● 屋外または換気の良い区域でのみ使用すること。�
● ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。�
● 取扱い後はよく手を洗うこと。�
● ばく露またはその懸念がある場合、医師の診断／手当てを受けること。�
● 容器を密閉し、施錠して涼しい所／換気の良いところで保管すること。�
● 内容物／容器を規則に従って廃棄すること。�
�

火気厳禁　　危険物第四類　引火性液体　アルコール類　水溶性液体　危険等級 II�
�
　医薬用外劇物�
�
GHS試薬株式会社�
　　東京都千代田区○－×－△　電話03－3232－○×△□�

危　険�
引火性の高い液体および蒸気�
飲み込むと有害のおそれ�
重篤な眼への刺激�
生殖能または胎児への悪影響のおそれ �
臓器（中枢神経系、視覚器、全身毒性）の障害�
呼吸器への刺激のおそれ�
眠気およびめまいのおそれ�
長期にわたるまたは反復ばく露による臓器（中枢神経系、視覚器）の障害�

製品の特定名�

絵表示�

注意喚起語�

危険有害性情報�

取扱注意�

補足情報�

供給者名�
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●「レスポンシブル・ケア」● レスポンシブル・ケア（Responsible Care）とは、化学物質を扱う事業者が、化学物質の開発から製造、物流、使用、
最終消費を経て廃棄に至る全ライフサイクルにわたって“環境・安全・健康”を確保し、その改善を図っていく自主管理活動。
●ＣＳＲ● Corporate Social Responsibilityの略。企業の社会的責任の意。労働者はもちろん、株主、消費者、地域などの、企業活動に関わる利害関係
者――ステークホルダーに対して持つべき多くの責任。近年、大規模な災害が続発して、改めてＣＳＲが課題になってきている。

CSR 企業の社会的責任。昭和電工では経営の最重要課題になっている。�

レ
ス
ポ
ン
シ
ブ
ル
・
ケ
ア�

ステークホルダー�

・ 環境保全�
・ 保安防災�
・ 化学品安全�
・ 品質保証�
・ 労働安全衛生、健康�

・ 株主�
・ 消費者�
・ 取り引き先�
・ 地域社会�
・ 行政�
・ 労働者�



福岡産業保健推進センター（織田進所長）の設置は平成

５年４月にさかのぼる。現在、全都道府県にセンターが設

置されているわけだが、同センターはそのトップランナー

であり、センター構想の嚆矢
コウシ

であった。注目もされ、その

活動の成否がいきおいセンター構想全体の成否にもつなが

りかねない立場にもあったろう。時を経て、所長も平成

17年４月に就任した織田所長が３代目となる。

この間、設置目的である産業医等の産業保健関係者や地

域産業保健センターなどの産業保健機関が行う産業保健活

動の支援、労働者の健康確保に資するさまざまな活動を展

開してきた。事業内容も着実に進展し、個別相談の件数や

研修事業、事業場への支援促進事業などのセンターとして

実施すべき事業は一定の成果をみている。さらに、広報啓

発事業でも平成16年には事業主セミナーを29回開催（出

席者約5,000人）したほか、産業保健関係機関などにはセ

ンター事業の概要説明や広報活動を積極的に実施してき

た。

こうした活動の積み重ねから、センターの存在は広く知

れ渡ったようにもみえた。しかし、実績は数的には目覚ま

しいものがあるものの、もっと積極的なＰＲ活動を展開す

れば、県内各事業場や関係機関などでの需要があるのでは

ないかと考えられた。こうしたことから、平成14年から

は設置当初にはどこのセンターもがＰＲ活動に力を入れた

ように、再度ＰＲ活動を草の根的に実施すべく、毎年、県

内各地で開催される「労働衛生週間説明会」に着目した。

平成18年９月は、福岡県内では22会場で説明会が実施

された。その説明会が労働基準監督署や労働基準協会など

の協力を得てセンターのＰＲの場とすべく、言わば相乗り

の形での“センターの説明会”にもなっている。織田所長

をはじめとして、センターの基幹相談員が、各会場に特別

講演の講師として派遣される。今年はメンタルヘルスや過

重労働対策を中心に９テーマに絞って講演を実施した。セ

ンターのＰＲはこの講演の際に講師（相談員）が行うこと

になる。

浜川章・業務課長は、「昨年までは特別講演のテーマは、

開催する地区からの要望に沿ったものでしたが、今年は労

働安全衛生法の改正などもあり、テーマを絞らせてもらい

ました」と話す。また、宮田昭・副所長は、「福岡県とい

っても都市型と郡部型と地域に違いがあります。テーマの

選択もそうですが、内容は分かりやすく、単に説明会の特

別講演で終わることなく、実のあるものになるように講師

にはお願いしています」と付け加える。

さらに、説明会にはアイデアが盛り込まれている。それ

は、会場に隣接する部屋で相談コーナー（地域センター担

当）と健康測定コーナーが開設されていることだ。健康測

定コーナーは労災病院との連携を図り、労災病院からスタ

ッフを派遣してもらい、説明会の開始時刻前に血圧測定や

血糖値検査、健康相談などを行っている。

今回の最終会場となった田川市民会館には、特別講演で

は神代雅晴・産業医科大学教授（相談員）が「職場のメン

タルヘルス対策から見たメンタルヘルスケアの進め方」の

テーマで講演し

た。健康測定は、

筑豊労災病院が

担当し、保健師

や検査技師らが

参加者への丁寧

な測定と健康相

談が行われた。

年２回開催される相談員会議（６月、12月）には、もち

ろん説明会での講演、ＰＲ活動の総括、次回の内容などが

報告、検討される。従来からＰＲ活動は実施しているが、

基本的に周知の幅を広げることは、これからも実施してい

く方向に変わりはないとしている。

織田所長は、「さらなる定着に向けてＰＲ活動を展開し

ながら、研修会等の各種の事業の充実化へも力を入れてい

きます」と語る。
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〒812‐0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2‐9‐30
福岡県メディカルセンタービル１Ｆ

TEL  092‐414‐5264 FAX 092‐414‐5239

福岡�
産業保健推進�
センター�

福岡�
産業保健推進�
センター�

特別講演中の神代雅晴・産業医科大学教授。



診の義務化について、府医師会等から得てきた情報を提

供。産業医業務との関わりについて議論された。

この五医師会の熱心な活動を支えるのが、二人のコーデ

ィネーターだ。長岡邦夫さんと宮原節子さんは、その時ど

きに応じてテーマを掲げ、“営業活動”を行っている。

長岡さんは、「久世の工業団地や長岡京市の商工会でま

とまって健診をやられており、現在そこをターゲットに

“その事後指導を”ということで個別訪問を勧奨していま

す」といい、宮原さんは、「私のほうは社会福祉協議会関

係の事業場を訪問しています。また、社会保険労務士の方

に安全衛生の重要性をご説明しつつ、お一人から一事業場

を紹介していただけるよう、当面個別訪問40社獲得を目指

して頑張っています」と笑う。両氏は口を揃えて「とにか

く五つの医師会の先生方の連携がよく、センター登録医の

研修会や健康相談窓口、個別訪問産業保健指導等では滞り

なく先生方のご協力をいただいております」という。

また、センターのPRについても、「これからは積極的に

外へ」と口を揃える。「個別訪問事業場の開拓を中心とし

つつ、人の多く集まるところに積極的に移動窓口を設けて

いければ、と考えています」と宮原さんがいい、「10月に

みなみ健康まつりというイベントがあり、そこでは当セン

ターは禁煙指導を中心に窓口を開設し、23件の相談を得て

います」と長岡さんが付け加えてくれた。

最後に関センター長は、「医師会間の連携がいいとは言

いましても、個々の医師レベルではセンター事業への理解

と協力の面でまだまだ掘り起こしの必要があります。いつ

かはセンターとして、五地区全体の登録医による総会を開

けるくらいに意識が高まれば」と豊富を語ってくれた。

11月16日、下京西部医師会館の会議室に、６名の医師

と２名のコーディネーター、京都下労働基準監督署の担当

官２名の計10名が集う。平成６年４月に開所した京都下

地域産業保健センターは、山科区、東山区、下京区、南

区、向日市、長岡京市、大山崎町をエリアに、５つの医師

会が連携・協力して運営されている。その連携の象徴でも

ある「五地区医師会連絡会」が始まったのだ。

「当センターでは、センター活動の方針・方向性を決め

る五地区それぞれの医師会長が参加する“運営協議会”を

年２回、地区内の社労士や商工会、事業組合、災防団体な

どの有識者に行政を加え、産業保健関連の諸問題を協議す

る“産業保健問題協議会”を年２回開催しています。この

２つの会合に加え、センターの日常実務を支えるのが“五

地区医師会連絡会”で、年４回開いています」と、同セン

ターの関透センター長（下京西部医師会長）が説明してく

れた。

連絡会では、１．相談窓口、２．説明会、３．産業医紹

介と事後処理、４．産業医研修会、５．ホームページなど

IT関係、６．センター事務について、それぞれの担当であ

る東山医師会、下京東部医師会、山科医師会、乙訓医師

会、下京東部医師会、下京西部医師会の順で報告がなさ

れ、これにコーディネーター活動の報告が加わる。

さらに、この五医師会連絡会は単なる事業報告会ではな

く、それぞれの担当者がもつ情報交換の場にもなってい

る。この日は、下京東部医師会の天津健医師が、平成20

年４月からの40歳以上を対象にした生活習慣病予防の健
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左から宮原さん、関センター長、長岡さん。

五地区医師会連絡会の様子。
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30人以上50人未満の事業場 83,400円
10人以上30人未満の事業場 67,400円
10人未満の事業場 55,400円

（注）共同選任医師を選任するのに要した費用の額が上記の額を下回る場合は、その医師を選任
するのに要した費用の額を支給します。

勇忠社長と産業医の天方義邦医師 保健師の
平山千秋さん

伊藤和重安全衛生担当課長と
勇智千取締役営業課長



労働者派遣事業は、労働者派遣法により、「派遣元事業

主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受け

て、この派遣先のために労働に従事させることを業とし

て行うもの」と定義されている。

派遣元企業（事業場）、派遣先企業（事業場）および派

遣労働者（一般に、派遣スタッフと呼ぶことが多い）の

関係を に示した。

派遣労働には、次のような形がある。

q

派遣労働の希望者は派遣元企業に登録をし、派遣先が

決まった時点で、派遣元企業と雇用契約を結ぶ。登録し

た段階では雇用契約は存在しない。その派遣先での就業

が終了すると、派遣労働者と派遣元との雇用契約も終了

となる。ひとりの派遣労働希望者が登録する派遣元企業

の数は、複数であることが多い。この形（登録型）が、

労働者派遣の大多数を占める。

なお、臨時、日雇いの労働者派遣も、一般労働者派遣

に分類される。

w

派遣元企業の常用雇用労働者が派遣労働者として派遣

されるものをいう。ある派遣先での就業が終了しても、

当該労働者と派遣元企業との雇用関係は継続される。

e

派遣労働者が、派遣先に職業紹介（雇用関係の成立の
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「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の就業条件の整備に関する法律（労働者派遣法）」が1986

年７月に施行されてから20年が経過した。1999年には派

遣対象業務が原則的に自由化され、さらに2004年派遣受

け入れ期間の延長などが盛り込まれた改正法が施行とな

った。この改正では、派遣受け入れ期間の制限がある業

務の受け入れ期間が１年から最長３年まで延長され、い

わゆる「26業務」 の派遣受け入れ期間の撤廃、製

造業への派遣解禁、紹介予定派遣の運用ルールの変更と

いった内容も盛り込まれた。

派遣労働者は、この間に急速に増加し、2004年には常

用雇用換算でおよそ89万人（一般派遣の登録者も加えた

派遣労働者数は約227万人）にのぼっている。派遣先件数

は約50万件である。

派遣元企業の社員および派遣労働者が加入する人材派

遣健康保険組合（2002年５月設立）は、健康保険組合と

しては、わが国で最大規模となっている。

こうした人材派遣業の活況にもかかわらず、派遣労働

者の健康管理の現状に関するまとまった情報（派遣労働

者の健康状態の現況、派遣元および派遣先の健康管理、

健康支援状況など）は、まだきわめて少なく、今後大規

模かつ詳細な調査分析が望まれる。

本稿では、現時点で入手可能な資料をもとに、派遣労

働者の健康管理をめぐる諸問題を整理して、今後の展望

を述べることにしたい。
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1. 2.

・情報処理システム開発　　・建築物清掃
・機械設計　　　　　　　　・建築設備運転等
・放送機器操作　　　　　　・受付，案内，駐車場管理等
・放送番組の制作　　　　　・研究開発
・機器操作　　　　　　　　・事業の実施体制の企画，立案
・通訳，翻訳，速記　　　　・書籍等の制作，編集
・秘書　　　　　　　　　　・広告デザイン
・ファイリング　　　　　　・インテリアコーディネーター
・調査　　　　　　　　　　・アナウンサー
・財務　　　　　　　　　　・OAインストラクター
・貿易　　　　　　　　　　・テレマーケティングの営業
・デモンストレーション　　・セールスエンジニアの営業，金融商品の営業
・添乗　　　　　　　　　　・放送番組等における大道具・小道具



q

派遣労働者の定期健康診断は、派遣元企業に実施の義

務がある。実施頻度、健診項目は、当然のことながら、

他の労働者と同じである。しかし、一般健康診断の実施

対象となるのは、常時雇用する労働者であり、行政通達

（平成5年12月１日付け基発633号）により、次の２項目の

いずれにも該当する場合とされている。

・期間の定めのない契約により使用されている者であ

ること。なお、期間の定めのある契約により使用され

ている者であっても、更新により１年以上使用される

ことが予定されている者、および更新により１年以上

使用されている者。

・その者の１週間の所定労働時間数が当該事業場にお

いて同種の業務に従事する通常の労働者の１週間の所

定労働時間数の４分の３以上であること。

（ただし、２項目目には該当しなくとも、前項を満

たし、１週間の労働時間数が当該事業場で同種の業務

に従事する通常の労働者の１週間の所定労働時間数の

おおむね２分の１以上であれば、一般健康診断を行う

ことが望ましいとされている。）

あっせん）され、あるいはされることを前提として派遣

されるものをいう。派遣期間は６カ月以内に限られる。

登録型派遣労働者は20歳代および30歳代の若い世代が

中心で、９割以上が女性、うち過半数が未婚である。契

約期間が終了すると別の派遣契約（派遣元を変える場合

もある）を結んで派遣先を変える移動型と、契約を更新

しながら固定した派遣先で就業する定着型があるが、定

着型でも短期の派遣契約を繰り返して継続的あるいは断

続的に就労している例が多い。年間の契約期間と契約回

数の組み合わせをみると、「３カ月×４回」「６カ月×２

回」「12カ月×１回」の３パターンが主となっている。

周知のように、労働基準法および労働安全衛生法が規

定する労働者に対しての義務、責任は、原則として雇用

関係のある事業者が負うことになっている。しかし、労

働者派遣法には、労働基準法等の適用に関する特例等が

示されており（労働安全衛生法の適用については第45条）、

派遣労働者の健康管理については、派遣先に課せられて

いる事項もある 。
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3.

職場における安全衛生を確保する事業者の義務
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等
総括安全衛生管理者の選任等

衛生管理者の選任等
安全衛生推進者の選任等
産業医の選任等

衛生委員会
安全管理者等に関する教育等

安全衛生教育（雇入れ時，作業内容の変更時）
危険有害業務従事者に対する教育

中高年齢者についての配慮

健康診断（一般健康診断等，当該健康診断結果についての意見聴取）

健康診断（実施後の作業転換等の措置）
健康診断の結果通知
医師による保健指導
医師による面接指導等

健康教育等
書類の保存
疫学調査等

職場における安全衛生を確保する事業者の義務
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等
総括安全衛生管理者の選任等
安全管理者の選任等
衛生管理者の選任等
安全衛生推進者の選任等
産業医の選任等
作業主任者の選任等
統括安全衛生責任者の選任等
元方安全衛生管理者の選任等
安全委員会
衛生委員会
安全管理者等に関する教育等
労働者の危険または健康障害を防止するため措置
事業者の講ずべき措置
労働者の遵守すべき事項
元方事業者の講ずべき措置
特定元方事業者の講ずべき措置

定期自主検査
化学物質の有毒性の調査
安全衛生教育（作業内容変更時，危険有害業務就業時（特別教育）
危険有害業務従事者に対する教育
就業制限
中高年齢者についての配慮
作業環境を維持管理するよう努める義務
作業環境測定
作業環境測定の結果の評価等
作業の管理
作業時間の制限
健康診断（有害な業務に係る健康診断等，当該健康診断結果について

の意見聴取）
健康診断（実施後の作業転換等の措置）

病者の就業禁止
健康教育等
書類の保存
疫学調査等



マッチングの後、派遣がほぼ決定した段階で、担当者が

当該派遣予定者から健康状況を確認することになりがち

であるが、そのタイミングでは今度は、明らかな問題が

ない限り、派遣を取りやめとすることが困難である。派

遣予定者の側としても、就業にあたって健康面の心配が

あっても、派遣が取りやめとなることを懸念して、それ

を正直に申告するのを躊躇することが少なくないと考え

られる。

派遣元事業場の産業医が、派遣予定者一人ひとりに接

して、心身の健康状態を評価し、予定派遣先での就業の

可否について個別判断を行っているところは、ほとんど

ない。

上述したように、派遣労働者が定期健康診断の対象と

なるのは、ひとつの派遣元企業で１年以上の継続的な就

業が見込まれた場合であり、ある派遣先での就業終了か

ら次の派遣先での就業開始までのいわゆる空白期間が数

カ月に及ぶ断続的な就業、あるいは派遣元企業を移動し

ての就業では、派遣労働者本人が希望しても健康診断を

受けることができないことが多い。

また、派遣元企業が派遣労働者に受診勧奨を繰り返し

ても、派遣労働者側の健康に関する意識の問題や就業時

間中に受診をすることが認められにくいなどの事情もあ

って、派遣労働者全体の健診受診率はかなり低率となっ

ている。

こうした点から、ひとつの企業に正社員として長く就

労する労働者に比べて、派遣元企業が各々の派遣労働者

の健康管理を継続的に実施することはきわめて困難な状

況にある。派遣労働者の継続的健康管理は、もっぱらセ

ルフケアに委ねられているのが現状であるといえる。

派遣労働者が心身の健康問題により通常の業務を遂行

できなくなった例や、それを継続すると健康状態が悪化

することが明らかな例では、当該派遣労働者と雇用契約

のある派遣元と指揮命令関係のある派遣先が連携をとっ

て、両者ともに積極的な調整を図る必要がある。どちら

かの対応が遅れると、全体として必要な措置の実施が遅

延し、問題が重大化する恐れがある。

また、数カ月にわたる休業が必要となった例では、休

業中に派遣契約が満了となったり、それを免れても次の

継続契約ができなかったりすることが多い。契約が途切

れると、健康保険の継続も（任意継続制度があるにはあ

るが）できなくなるため、医療費の支払いに困窮し、長

期の治療（服薬の継続など）を要していても、通院を中

断してしまう例がみられる。

平成18年施行の改正労働安全衛生法によって義務付け

られた長時間労働者に対する医師による面接指導は、派

したがって、契約期間が数カ月の派遣労働者の場合に

は、派遣開始当初は定期健康診断の対象とならず、契約

更新を繰り返し1年間の継続勤務（契約）が見込まれて初

めて受診ができることになる。現在、大手の派遣元企業

では、６カ月以上継続して就労している者を定期健康診

断の対象者としているところが多いようである。したが

って、長期にわたって派遣労働者として就労している者

でも、短期契約を繰り返している移動型では、定期健康

診断の対象となっていない例が少なくないと推測される。

また、雇入れ時健康診断についても、派遣労働者は同

じ理由からその対象となりにくい。最近では、その実施

が派遣先から派遣元企業に要請されることも増えている

ようであるが、実際の運用は派遣元によって異なっている。

健診後の作業転換などの措置に関しては、派遣元、派

遣先の双方に実施責任がある。派遣元事業場の産業医が、

健診結果を評価するとともに、各派遣労働者の職場環境

や就労状況に関する情報を得て、担当者を通じて、派遣

先に対し実施すべき措置のために必要な情報を提供する

のが正論である。派遣元、派遣先双方の産業保健スタッ

フが円滑に連絡を取り合うことができれば、さらに適切

な対応につながるであろう。しかし、こうした連携を十分

に行い得ている例はきわめて少ないのが現状である。

w

作業において取り扱う有害物質による健康影響を確認

する特殊健康診断については、派遣先に実施責任がある。

その結果に基づく作業環境管理、作業管理の見直しも、

派遣先事業場は実施する義務を負っている。

正社員の労働者の場合、年２回の特殊健康診断のうち

の１回は、定期健康診断と同時に実施される場合が多い。

しかし、派遣労働者では、両者の実施主体が異なってい

るため、この運用が困難である。派遣先事業場によって

は、派遣労働者に対しても正社員と同時期に定期健康診

断を行い、その結果を派遣元に送付しているところもみ

られるが、個人情報管理の面から、各々の検査データ

（生データ）の取り扱い方について、派遣元と派遣先の間

で明確に規定しておく必要がある。

派遣元事業主が派遣先に提供できる派遣労働者の個人

情報は、労働者派遣法第35条の規定により派遣先に通知

すべき事項のほか、当該派遣スタッフの業務遂行能力に

関する情報に限られる（本人の同意を得た場合はこの限

りでない）こととなっている。

本来であれば、派遣元がある（派遣先）事業場で就業

する派遣労働者を登録者の中から選定（マッチング）す

る際に、そこの就業環境に耐え得る健康状況であるか否

かも、重要な判断要素とするべきであろう。

しかし、事前（例えば登録時）に登録者の詳細な健康

情報を聴取することは、様々な面で難しい。そのため、
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ることになる。

派遣先が具体的な改善提案を行うことは可能であるが、

その実施を判断するのは派遣先事業場である。

以上、概観してきたように、構造的にみて、派遣労働

者の健康管理を正社員と同じように推進することは、多

くの面で困難であるといわざるを得ない。

おざなりの表現になってしまうが、派遣元企業と派遣

先企業の双方が、派遣労働者の健康管理に関して問題意

識を高め、十分な連携と相互理解のもとで実現可能な取

り決めを交わし、それを確実に実施していくことが求め

られる。これが広範囲に推進されるためには、後支えと

なる労働安全衛生法およびその関連法規に関しても、現

状を見直す余地が多分にあると思われる。

派遣労働者の一般健康診断については、人材派遣業界

において健診データを管理する機構の設立などが検討さ

れてよいであろう。例えば、初めて派遣労働者として就

業する者に対し、その派遣元企業が雇入れ時健診を実施

し、その後は派遣元が変わる変わらないにかかわらず、

派遣労働者として就業している限り、1年ごとに健康診断

を受診させる（当該機構が事務管理を行う）。そのデータ

は当該機構が保存、継続的管理をし、本人の承諾のもと

に、各派遣元事業場の活用（責任者の選任が必要であろ

う）を可能とする。

健康保険組合の役割も期待されるところが大きい。断

続的な就労や移動型就労の派遣労働者では、健康保険加

入率がきわめて低い。派遣元企業が変わっても、人材派

遣健康保険組合に加入している派遣元企業の派遣労働者

として就労している限り、加入が継続できるような仕組

み、一定の期間内であれば、就業が途切れても、何らか

の要件を満たせば、加入を続けられるような柔軟な制度

（現在は、同一派遣元で１カ月以内の待機期間である場合

に限って認められる）が検討されることを望みたい。現在、

人材派遣健康保険組合は、派遣労働者向けの健康に関す

る啓発活動を実施しているが、今後も効果的なあり方を模

索しながら、継続的に広く実施していくことが望まれる。

派遣労働者の就労する領域は拡大し続けており、今後

はその労働の質の面が一層要求されるようになると思わ

れる。それとともに、健康管理の重要性が強調されるこ

とも予想される。

派遣労働者との雇用契約がある派遣元はいうまでもな

いが、作業関連疾患の予防を重要な使命とする産業保健

においては、当然派遣元の管理責任も重い。このことを

前提として、法規関係の見直し、産業保健実務のあり方

などに関する議論が活発化することを望みたい。
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遣元事業場に実施義務がある。しかしながら、長時間労

働が生じる要因は、ほとんどの場合派遣先の職場事情に

あり、具体的な管理責任は派遣先に課せられている。こ

の医師による面接指導と長時間残業をはじめとする就労

環境の改善は直接連動した活動とはなりにくいのが現状

である。

また、派遣労働者は雇用が不安定である分、雇用契約

時の健康問題の申告と同様に、長時間労働によって疲労

の蓄積を自覚してもそれを申し出ず、医師による面接指

導を受けない例が多くなることも懸念される。

派遣労働者に対する健康教育は、派遣元、派遣先の双

方が実施することになっている。しかし、派遣元が就業

時間内あるいはその直後の（比較的派遣労働者の参加が

得られやすい）時間帯に実施することは、実務上困難で

ある。

また、派遣先事業場で、健康保険組合が補助をする健

康教育などの健康保持増進活動が行われる際に、派遣労

働者は所属する組合が異なることを理由に、その活動に

参加できないことがある。事業場内診療所の利用につい

ても、同様である。

派遣労働者の健康管理と直接の関連は弱いが、派遣元

事業場の安全衛生体制には、法遵守が困難な点がある。

派遣元事業場の産業医、衛生管理者の選任、衛生委員

会の開催は、派遣労働者を含む労働者数をもとに規定さ

れる。したがって、事業場の労働者総数が1,000人以上で

あれば、派遣労働者を除く社員数が数十名であっても、

専属産業医を選任する必要があり、衛生管理者も必要数

（例えば、1,200人であれば４人以上）選任しなければな

らない。また、衛生委員会は、労働者数50人以上の場合

に設置義務があるため、派遣労働者を除けば５、６名程

度の労働者規模にすぎない事業場でも開催することが求

められる。通常、派遣労働者は、もっぱら派遣先事業場

に勤務し、特別な事情が発生しない限り、派遣元事業場

に頻回に出入りすることはない。

現状として、派遣元事業場の担当者が派遣先を訪問し

て派遣労働者に接する頻度は１～数カ月に１度程度が

80％以上（「派遣スタッフの働き方と意識に関するアンケ

ート」結果による）となっており、産業医や衛生管理者

が派遣先を訪れることはきわめてまれといえる。

派遣労働者の労災保険は、雇用関係にある派遣元企業

がかけることになっている。しかし、労働災害の発生要

因となることが多い労働現場の作業環境や作業方法の管

理責任は派遣元にはなく、それらを直接改善することで

労災防止対策を講じることはできない。派遣先事業場の

理解を得て、その管理責任のもとに実施されるのに任せ

4.

5.
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・澤田晋一：寒冷作業の労働衛生の現状と問題点-寒冷作業基準を中心として-.産業医学レビュー1996;8(4):193-209.
・澤田晋一､荒記俊一：寒冷労働の健康問題-作業負担と作業管理に関する最近の知見-.産業医学ジャーナル1998;21(5): 96-99.
・ISO/TR 11079：Evaluation of cold environments-Determination of required clothing insulation(IREQ),1993
・ISO/DIS15743： Ergonomics of the thermal environment-Working practice in cold: Strategy for risk assessment and management, FDIS under preparation, 2006

clo（クロ）は、衣服の保温力の単位。１cloの衣服とは、気温21.2℃、相対湿度50％、気流速度0.1ｍ/sの条件で椅座安静にしている時に快適に感じ
られる保温力をもった衣服である（１clo＝0.155ｍ2･℃/Ｗ）。
作用温度（ＯＴ）とは、気温と周囲壁面温度が等しくない非等温環境における対流および放射による熱放散と等量の熱放散が行われるような仮想上
の等温環境温（気温と周囲壁温が等しい）と定義される。静穏気流（0.2m/s以下）では、次式でもとめられる。
ＯＴ=（ＭＲＴ＋ｔa）/２　（℃）
ＭＲＴ：平均放射温（℃）、ｔa：気温（℃）
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九州労災病院（北九州市小倉南

区／鳥巣岳彦院長）は平成14年４月、

勤労者予防医療センターを開設した。

同センター設立の当初、増え続ける

生活習慣病対策を進めるために、特

に勤労者に照準を合わせた「勤労者

健康づくり21」と称するプロジェク

トを立ち上げた。これは内科・脳内

科・循環器科、リハビリ科の医師、

理学療法士、作業療法士、管理栄養

士、看護師、保健師、検査技師など

総勢30名近いスタッフが、労災医療

で培ったノウハウを持ち寄り、予防

医療の充実を目指すために参集した

ものである。

同センターのセンター長代理を務

める豊永敏宏医師（リハビリテーシ

ョン科部長）は「最近、メタボリッ

クシンドロームという言葉が紙面を

賑わせていますが、本センターの開

設時点から、それとほぼ類似した概

念を提唱し、生活習慣病予防のため

の取り組みを本センターの活動の中

心に据えてきました」と話す。これ

は同病院には経験豊富な糖尿病専門

医が在職していることに加えて、セ

ンター長を中心としたスタッフの先

見性を物語るものだといえよう。

では同センターの活動内容はどの

ようなものなのか。予防医療活動の

一環として提供している同センター

のサービスを紹介しよう。

前述の「勤労者健康づくり21」プ

ロジェクトのサービスの流れとして、

毎月第２土曜日に、勤労者や近隣住

民などの参加者に対し、健康チェッ

クを行う。健康チェックは血糖値、

肝機能、体脂肪、動脈硬化指数、血

圧、骨量測定などの検査を行う。さ

らに、体力テスト（各種筋力測定や

バランス能力測定）を実施し、本人

の身体能力や内科的疾患のメディカ

ルチェックを行う。これらの検査は

基本的に３カ月ごとに行われ、各種

の数値の推移を参考に医師などによ

り、この期間の生活習慣に対する評

価とともに、適宜指導が行われる。

同病院が誇るリハビリテーション

施設を開放して行われる運動習慣指

導は、施設の利用がもっとも高い頻

i
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度となっている。参加者は月曜日か

ら金曜日の午後４時から８時までの

間、自由にエルゴメーターやトレッ

ドミルなどの機器を使って体を動か

し運動を習慣づけることができる。

同センターの田口賢一事務長は

「かつて東洋一といわれたこともある

この施設は、基本的に患者のための

ものですが、仕事帰りに勤労者も利

用できますので、結果的に施設の有

効活用になっているのではないかと

思います」と説明する。

また、センター開設当初は、プロ

ジェクトを軌道に乗せるためにスタ

ッフの努力が積み重ねられた。中心

的な役割を果たした理学療法士の安

仲正夫さんによると「当初は急に来

所しなくなる人もいて、利用者は増

えたり減ったりしていました。実際、

エアロバイクやトレッドミルを継続

することは面白いものではありませ

んから、なかなか長続きしません。

そこで仲間作りの輪を広げるために

有志を募って近郊へのハイキングを

企画したことなどがきっかけとなり、

安定した利用者数となってきたよう

です」と開設時の苦労を披露。この

ような地道な取り組みが活動の充実

に繋がったものと思われる。

取材当日は理学療法士の村上かお

りさんが運動指導を担当。運動前の

準備体操からストレッチ、そしてエ

アロバイクやトレッドミルを利用し

たトレーニングなど、丁寧な指導の

もと、利用者は心地よい汗をかいて

いた。

会場の一角で一息ついていた利用

者に運動指導に対する感想を尋ねる

と「いつも分かりやすく指導しても

らえるので助かっています。何より

も自分のペースで無理なく体を動か

せるのがいいですね。夕食の前に気

持ちよい汗をかいていますよ」と満

足そうな答えが返ってきた。

利用者から運動指導とともに好評

を得ているのが栄養指導だ。まず利

用者は管理栄養士の高崎里香さんが

作成したメニューから好みの食事を

選択する。

高崎さんは「メニューには、例え

ば『豚のしょうが焼き160円』、『魚の

ホイル焼き70円』のように値段を付

けていますが、実はこの数字は実際

の栄養カロリーなのです。簡単にカ

ロリー計算ができるし、また、ここ

から利用者の普段の食生活が推測で

きます」と説明する。このようにゲ

ーム感覚を取り入れて、カロリー摂

取量の目安を理解できるよう工夫さ

れている。また高崎さんは「継続し

て運動に来られる人の食習慣のチェ

ックが正確にできていないのが今後

の課題」とも指摘し、さらなるサー

ビスの充実への期待を抱かせた。

最後にセンターの課題について豊

永医師に尋ねると「メタボリックシ

ンドロームが注目されているにも関

わらず、企業の予防医療に対する関

心の低さが気になるところです。セ

ンターとしては、最新の内臓脂肪測

定機器を導入するなどサービスをさ

らに充実させて、企業に対する働き

かけに力を注ぎたいですね」と新た

な目標を話す。

一方、田口事務長は「利用者を増

やしたいのはやまやまですが、リハ

ビリテーション施設を活用している

関係から受け入れには限界もありま

す。週末にも利用したいという声に

どのように応えるかも課題のひとつ

です」と話す。

こうした課題はあるものの、まず

は順調に実績を積み重ねている同セ

ンター。北九州地域における働く

人々の健康づくりの拠点として、ま

すますその役割は大きくなっていく

といえそうだ。

豊永センター長代理（右）と田口事務長
エアロバイク、トレッドミル
を使ったトレーニングの様子
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９月20～22日、新潟県新潟市内で

第65回全国産業安全衛生大会が開催

された。大会は、３部会・15の分科

会が設けられ、現今の産業現場に即

した話題を集めて行われた。

衛生部会は、労働衛生管理活動分

科会、健康づくり分科会、メンタル

ヘルス分科会に分かれ、活動実例や

調査研究報告が多数発表されたが、

大阪、宮崎、栃木など、各産業保健

推進センターの活動報告も注目を集

めた。

メンタルヘルス分科会では、大阪

産業保健推進センター・井上幸紀相

談員が、同センターに関係する企業

1,248社に対するアンケート調査の結

果を発表。精神疾患による休職が増

加傾向にあるものの、復帰支援体制

が確立されている企業が少ない現状

等を明らかにした。

また、栃木産業保健推進センタ

ー・松井寿夫所長は、同センターが

昨年から、事業場のメンタルヘルス

相談体制を支援する“はたらく人の

心の健康相談ネットワーク”を構築

したことに関して、「事業場外資源と

して、一層の情報収集に努めるとと

もに、なお積極的にＰＲ活動にも力

を注いでいきたい」などと述べた。

労働衛生管理活動分科会では、宮

崎産業保健推進センター・小岩屋靖

所長が、健康診断の精度（特にメタ

ボリックシンドロームに係るもの）

に関する問題点を指摘した上で、直

ちに実行可能な取り組みとして、幼

年期からの生活習慣の改善などを挙

げていた。そのほか、同大会では、

労働安全衛生マネジメントシステム

や過重労働など、近年のトピックを

取り上げ、盛会裏に幕を閉じた。

康状態の改善に結びつくという先行研

究の結果を踏まえた仮説をたて、管理

監督者を対象に事例検討や教育を施

し、管理職支援を行ったという。これ

により、その部下のストレス対処能力

が上昇した。そのノウハウは「ライン

ケア支援の方策マニュアル」としてま

とめられている。

こうした発表をうけて高田勗産業保

健調査研究検討委員長は、「調査研究

の内容は介入研究のようにアウトカム

として、実際の事業にフィードバック

させていかなければならない。事業主

に理解してもらうためにも、各センタ

ーが啓発していくことが大事」と今後

の活動に期待する言葉で会を締めくく

った。

10月19日、20日の2日間、各都道府

県産業保健推進センターの調査研究成

果を発表する「第11回産業保健調査

研究発表会」が、川崎のソリッドスク

エアホールにて開催された。今回は労

働安全衛生法の改正を踏まえ、特別講

演では「メンタルへルス指針につい

て」と題し、島悟教授（京都文教大

学）に解説いただくとともに、他にも

26の研究中12題がメンタルへルスを

扱うテーマの調査研究となった。

なかでも、介入研究を行っている産

業保健推進センターが注目されてい

た。和歌山では、小規模零細事業場を

対象に職業性ストレス簡易調査票を実

施し、その結果により対象者自身が改

善に向けて検討を行う労働者参加型の

メンタルへルス対策に関する調査研究

成果を示した。また宮崎では、e-

learningシステムを活用した企業スト

レスマネジメントの実践的研究とし

て、調査対象者にインターネットを介

して認知療法のトレーニングを活用し

た効果が、どのように変化していった

かを評価した。茨城でもラインケアが

充実すると部下の職業性ストレスと健

栃木産業保健推進センター・松井所長

茨城産業保健推進センター笠原信一朗相談員
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メント」の章では休職中の

部下へのサポートや、復帰

計画や業務調整にあたって

考慮すべき事項、職場でのモニタリングやサポートの仕

方などについてわかりやすく述べられている。

こういった内容は、まさに管理監督者から頻繁に受け

る質問の内容とも一致していることに気付くであろう。

既存の管理監督者向けテキストは一般的な内容を並べた

だけのものや、リスク管理だけに重点が置かれたものも

少なくないが、本冊子は部下を一人の人間として尊重す

るという職域メンタルヘルスにとってもっとも大事な視

点をもとに、管理監督者によるケアを具体的にガイドし

てくれるハンドブックである。

今般「ラインによるケアのためのメンタルヘルスハン

ドブック」が発刊された。本冊子は、英国政府が行った

“Mindout for mental health”キャンペーンの一環として編

纂されたものの日本語訳であり、45ページと非常にコン

パクトでありながら、ストレスやメンタルヘルス問題を

抱える部下を支えるための実践的なアドバイスを数多く

提供している。

内容を抜粋して紹介すると、「早い段階での話し合い」

の章では、問題を抱えている人の見つけ方、口を開こう

としない部下との話し合いの仕方、苦悩している部下に

尋ねるべきことなどについて具体的なアドバイスが示さ

れている。また「休職中の部下とのコンタクト」、「職場

への復帰」、「病気を抱えながら出勤している人のマネジ

産業保健 �

監訳　島　悟
アルタ出版　刊

北里大学大学院医療系研究科産業精神保健学

助教授　　

11月9・10日、新横浜プリンスホテ

ルにて第54回日本職業・災害医学会が

開催された。

メインテーマとして「少子高齢化時

代の勤労者予防・医療」を掲げ、学術

大会長の相澤好治教授（北里大学）が会

長講演として少子高齢化時代の働き方

の見直しや社会構造自体を時代に適応

させねばならないのではと問いかけた。

問いかけに呼応すべく、２日目のメイ

ンシンポジウムでは、少子化と高齢化

のテーマを、マクロ経済学、小児科

医、女性外来専門医、人間工学とそれ

ぞれの立場から意見が出された。それ

らを受けて、座長でもある相澤会長が

「子供にとっても高齢者にとっても町

レベルの整備が必要。家族単位のレベ

ルではない社会レベルの環境づくりが

必要なのでは」と時代に合わせて仕組

みを変えていく必要性を述べた。

全国労災病院メンタルへルス学会シ

ンポジウムでは、芦原睦医師（中部労

災病院）から予防から職場復帰までの

問題点を、臨床と産業衛生の立場から

それぞれ指摘した。このような立場の

相違による職場復帰の判断基準につい

て、のちのシンポジストと会場で活発

な議論に発展するなど、今後のメンタ

ルへルス分野の動向にも目が離せない

内容となった。

他にも、教育講演では厚生労働省よ

り労災認定の現状や安衛法の改正につ

いての解説を、２月に施行となった石

綿救済法について森永謙二氏（労働安

全衛生総合研究所）より現況とこれか

らについて報告されるなどニュース性

の高い講演となった。

メインシンポジウムの様子
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実践・実務の�

肢は７つ、重さは３つ用意されています。測定間隔は、

通常、30秒か60秒で、対象者一人につき訓練を受けた

一人の観察者がついて、評価したい作業が行われている

間、記録を続けます。

記録された一連の姿勢コード結果は、これもまた

OWASが定める評価表によって、AC1（運動器系に負担

がないので問題なし）、AC2（運動器系に有害なので、近

いうちに改善すべき）、AC3（有害なので、できるだけ

早期に改善すべき）、AC4（有害なので、ただちに改善

すべき）の４段階で評価されることになります。たとえ

ば、先ほどの姿勢コード「2241」は、評価表によれば

AC3と判定されます。このように個々の姿勢に対して１

つの評価がつくわけですが、観察した作業全体をいくつ

かの作業単位に分けて、その時間内に占めるAC4あるい

はAC3の割合がより大きい作業単位が、優先的に改善さ

れるべき作業単位と判断されることになります。

詳細については、解析ソフト（無料）も提供されている

東京都立科学技術大学（現：首都大学東京）の瀬尾明彦先

生のホームページhttp://www.ergooh.com/が重宝です。

OWASはOvako Working Posture Analysing Systemの頭

文字で、フィンランド（Ovako Oy）に勤務していた研

究者が開発した作業姿勢分析評価システムのことです。

不快感についての主観的評価、姿勢による健康影響、使

いやすさを考慮して考案されたもので、測定に特別な道

具類を必要とせず、しかも少しの訓練で専門家でなくと

も簡単に使えるように工夫されています。観察結果か

ら、改善の緊急度がアクションカテゴリー（AC）とし

て示されます。最近、職場の作業姿勢の評価や、作業改

善の指標に多く使用されつつあります。

OWASは、ある瞬間、ある瞬間の作業姿勢を背部・上

肢・下肢・重さの4項目で捉え、これをコード化した４

桁の数字で記録します。たとえば、ある瞬間の状態が

「背部は前傾姿勢、上肢は片腕のみ肩より上、下肢は両

脚とも屈曲、重さは10kg以下のものを持っている」とす

れば、OWASが定めたコード表に従って「2241」と記

録することになります。この要領で一定の時間おきに、

瞬間毎の作業姿勢の姿勢コードを次々と記録していくの

です。コードは、背部については４つ、上肢は３つ、下
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まず、「常時○○人以上の労働者を使用する」という

表現ですが、これは、産業医や衛生管理者等を選任しな

ければならない事業場の規模についての規定に出てきま

す。ここでいう「常時○○人以上の労働者を使用する」

とは、「日雇労働者、パートタイム労働者、派遣労働者

を含めて、常態として使用する労働者の数が当該数以上

であること」という意味になります。いわゆる正社員の

みではありません。

次に、「常時使用する労働者」という表現ですが、こ

れは、健康診断の実施対象者を規定する労働安全衛生規

則第44条などに使われています。ここで

いう「常時使用する労働者」とは、期間

の定めのない労働契約により使用される

者のほか、期間の定めがある労働契約に

より使用される者であっても、１年（労

働安全衛生規則第13条第１項第２号に示

された有害な業務に従事する場合には６

ヵ月）以上使用されることが予定される

者は該当します。

派遣労働者についての一般健康診断

は、派遣元の事業場に実施義務が、有害

業務従事労働者についての特殊健康診断

提供・協力　奈良産業保健推進センター

は、派遣先の事業場に実施義務が課せられています。

なお、短時間（パートタイム）労働者については、前

述の「常時使用する労働者」の条件に該当する者で、か

つ、１週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に

従事するフルタイム労働者の１週間の所定労働時間の４

分の３（75％）以上である者は、「常時使用する短時間

労働者」に該当し、健康診断を行うこととされています

（１週間の所定労働時間が４分の３未満でも概ね２分の

１以上である者については、健康診断を行うことが望ま

しいとされています）。
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1965年に、医療用器具による感染の

防止事業を開始したのは日本メディカ

ル・サプライ。（株）ジェイ・エム・エ

スの前身である。1994年に社名も新た

に、広く医療関連の機器の製造・開発

を行ってきた。

そうしたなかで、1978年に操業を開

始したジェイ・エム・エス出雲工場。

主として感染防止を目的とした輸液・

輸血システムや誤接続防止を目指した

経口・経腸栄養システム、人工肺・人

工肺回路システム、そして医薬品等々

を製造している。従業員数は、約760

人である。そのうち３分の２を女性が

占めている。

10年前に、同工場の産業保健スタッ

フに加わった公田ひろみさんは、「工

場には、原材料の配合から最終的な製

品化に至るまでの工程があります。自

動化が相当進んでいるのでは、と思い

ましたが、特定の部署で相応の手作業

があったことが印象に残った」と、当

時を振り返る。

◆　　　　　　　　　◆

「作っている製品の性格や市場の要

求の変化で、当工場は、多品種少量生

産という傾向もあります。機械・設備

は24時間稼働しており、従業員は交替

員会の事務局も担当したものですか

ら、議題に上ることの多くが初めて知

る事柄という時期でした」などと続け

る。入社当初から時間を作っては現場

に出向く日々。やがて、現場の様子を

肌で感じられるようになる。また、安

全衛生委員会では様々な知識を得てい

く。

今、公田さんの直接の上長であり、

またよきパートナーである安田昭恵係

長は「認識やビジョン、一人ひとりに

対する細かなケアなど、様々な面で能

力を発揮してくれています。100点満

点かな」と言う。傍らの広瀬さんも笑

顔でうなずくが、ご本人は謙虚に「60

点」。「やればやるほど、知れば知るほ

どに広がっていくのが産業保健なのだ

と思います」とは模範解答であろう。

目下のところ、二次健康診断の完全

受診を目指し、他方、課題であるメン

タルヘルス問題では、女性の職制を集

めてグループ討議を実施、「これから

は若年層に関心を持たせるような教

育・啓発を考えています」

とも。産業保健は現場を

知ることから――。それを

改めて学ばせて頂いた。

産業看護職�
奮闘記�

46
Documentary

●�

公田さんとともに産業保健の業
務に携わる広瀬さん（右）と安
田さん。公田さんの仕事振りに
「100点満点」。

制勤務で対応しています」とは、安全

衛生管理全般に携わる工場長付・広瀬

英典さん。

当シリーズとしては余談の部類に入

るのか、同工場の安全衛生管理には目

を見張るものがある。リスクアセスメ

ントが昨今ほど話題に上っていなかっ

た2003年から、機械・設備はもとより

化学物質などのリスクアセスメントに

取り組んでいた。さらに、ヒヤリ・ハ

ット活動や作業環境測定などにも極め

て熱心であった。

そのなかに“飛び込んだ”公田さ

ん。臨床看護師として活躍した後、家

事に専念。その後に産業保健の場に職

を得た。公田さん自身、「産業保健と

は何かという以前に産業現場とはどん

なところか、言わば『チンプンカンプ

ン』の状態でした」と微苦笑して話す。

そんな公田さんに、同工場の産業

医・塩飽邦憲氏（島根大学教授）から

熱心な指導が。なかでも、「まずは現

場を知ること。現場に行くことを教え

て頂いた」と公田さん。「安全衛生委
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昨今につき「衛生管理者にとっては、端境期を迎え

ているのではないか」と概観する安福さん。ひと昔前、

職業性疾病が多発していた頃には、その予防こそが使

命であった。そうした努力が身を結んでいるなかで、

安福さんをして、むしろ「労働衛生管理が難しくなっ

てきている」と言わしめるのは、職場の抜き差しなら

ない現実なのであろう。

衛生管理者に、より専門性が求められていると言わ

れる昨今だが、それは、ただ先春の労働安全衛生法の

改正によるものだけではなさそうだ。「実際、職場にあ

るリスクと疾病の因果関係が特定し難くなっています。

仕事のスタンスとしては、これまでの課題を提起して

いくといった形から、具体的に課題を予測して解決策

を示していくといった課題解決型へと移行しているよ

うに思います」と安福さん。ただ、「“専門屋”が少な

くなっているかな。優秀な人材はいるのだけれども、

全体的におとなしい。長年、職業病の対策に携わって

いた当時の人のなかには、企業でひとつの歴史を築い

てきた方もいたものです。今、そうした部分で食い足

りないところがある」などと続ける。

そんなこんなで、安福さんは、３年前ほど前から志

を共にする業界他社の“重鎮”たちと、会社の理解を

もらって、若手・中堅の衛生管理者を育てる趣意の集

まりを持っている。企業の嵩を降ろして、皆が労働衛

生管理の専門家たらんと、お互いが刺激し合う場所だ。

他方で、折を得ては「健康情報は従業員から預かった

もの」と訴え続けている安福さん。「例えばバブルの頃、

『景気が良いから健康とか安全にも予算をつけよう』と

いう傾向が見られました。半面で『景気が悪ければ我

慢しましょう』などとする。苦しいなかで知恵を絞っ

て何ができるのか、どう予算を執れるかが、また専門

家の手腕であるはず」と言う。

先達へのリスペクトと後進へのブラッシュアップ。

もとより従業員の健康を第一に据えての、専門家とし

ての構え方。今、労働衛生や産業保健の様々なシーン

で軽やかに主役を演じている安福さんだが、心根には

揺るぎなき野太い柱が通っていたものである。

そんな安福さんだが、健康管理や、広く労働衛生管

理の現状を見たとき、「多くの企業で、経営戦略とし

て取り組むべきものとの認識が欠けている観がありま

す」と言う。確かに、これらが福利厚生のなかで完結

している例も少なくない。さらに、経営戦略といって

も「経営効率の側面からのアプローチだけでなく、リ

スクマネジメントの一環として積極的に取り組むとい

うことでなければ」とも。

もちろん経営首脳らへの提言ではあるのだが、安福

さんは自らこれからの労働衛生管理の方向性を模索

し、示唆する気配である。

ほほ笑みながら「いつかやってやろうと思っていた

こと」と安福さん。「今、わが社で始めていることで

すけれども、10年後の自分の健康状態がどうなってい

るか、予測できる健康管理システムを立ち上げている

ところです。これは、仮に会社を離れても貴重なデー

タとして個々人で活用できるもの」。その価値は“労

働”の枠を外しても永劫に残る。個人のライフスタイ

ルに大きく寄与することであろう。言い残したかのよ

うに、「専門家としてそんな楽しみを持ちながらやれ

れば、なおよいかな」と次ぐのは、氏の面目躍如。何

とも心憎い台詞であった。

C l o s e - u p
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2006年11月、昨年施行された食育

基本法に基づいた「食育白書」を閣議

にて決定した。白書によると、食を取

り巻く環境が変化してきた背景を踏ま

え、「健全な食生活が失われつつある」

と警鐘を鳴らしている。健康な職業生

活を送るのに欠かせない食生活。私た

ちは知らぬ間に、その食の大切さの意

識が薄れてきているようだ。

毎日家族一緒に夕食をとる家庭の割

合は1976年には36.5％であったが、

2004年には25.9％まで低下。週２～

３日との回答では、24.2％（1976年）

から、36.3％（2004年）と逆転する

結果となった。

一方、朝食の欠食も進んでいる。

2004年に朝食を食べない人は、全体

で10.5％と過去最高値となった。年齢

別にみると20代がもっとも多く27.4％

、なかでも男性は34.4％と３人に

1人は欠食という実態がわかった。

また、メタボリックシンドロームに

ついても「強く疑われる」と「予備軍

と考えられる」を合わせた中高年（40

～74歳）の割合は、男性で51.7％、女

性で19.6％に上っている。

生活習慣病予防にとって重要とされ

る食事・食生活のバランス――。この

機会にぜひ見直したいところだ。
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〒980-6012 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号　住友生命仙台中央ビル12F
TEL022-267-4229 FAX022-267-4283 http://www.miyagiOHPC.rofuku.go.jp

〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目3番8号 アトリオンビル8F
TEL018-884-7771 FAX018-884-7781 http://www.akitaOHPC.rofuku.go.jp

〒990-0031 山形県山形市十日町1丁目3番29号　山形殖銀日生ビル6F
TEL023-624-5188 FAX023-624-5250  http://www.yamagataOHPC.rofuku.go.jp

〒960-8031 福島県福島市栄町6番6号　ユニックスビル9F
TEL024-526-0526 FAX024-526-0528 http://www.fukushimaOHPC.rofuku.go.jp 

〒310-0021 茨城県水戸市南町1丁目3番35号　水戸南町第一生命ビルディング4F
TEL029-300-1221 FAX029-227-1335 http://www.ibarakiOHPC.rofuku.go.jp

〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4番15号　宇都宮NIビル7F
TEL028-643-0685 FAX028-643-0695 http://www.tochigiOHPC.rofuku.go.jp

〒371-0022 群馬県前橋市千代田町1丁目7番4号（財）群馬メディカルセンタービル2F
TEL027-233-0026 FAX027-233-9966 http://www.gunmaOHPC.rofuku.go.jp

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目2番3号　さいたま浦和ビルディング2F
TEL048-829-2661 FAX048-829-2660 http://www.saitamaOHPC.rofuku.go.jp

〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町1番35号　千葉ポートサイドタワー13F
TEL043-245-3551 FAX043-245-3553 http://www.chibaOHPC.rofuku.go.jp

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号　日比谷国際ビルヂング3F
TEL03-3519-2110 FAX03-3519-2114 http://www.sanpo13.jp

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル3Ｆ
TEL045-410-1160 FAX045-410-1161 http://www.kanagawaOHPC.rofuku.go.jp

〒951-8055 新潟県新潟市礎町通二ノ町2077番地　朝日生命新潟万代橋ビル6F
TEL025-227-4411 FAX025-227-4412 http://www.sanpo15.jp

〒930-0856 富山県富山市牛島新町5番5号 インテックビル9F
TEL076-444-6866 FAX076-444-6799 http://www.toyamaOHPC.rofuku.go.jp

〒920-0031 石川県金沢市広岡3丁目1番1号　金沢パークビル9F
TEL076-265-3888 FAX076-265-3887 http://www.ishikawaOHPC.rofuku.go.jp

〒910-0005 福井県福井市大手2丁目7番15号　明治安田生命福井ビル5F
TEL0776-27-6395 FAX0776-27-6397 http://www.fukuiOHPC.rofuku.go.jp

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-32-11 住友生命甲府丸の内ビル4F
TEL055-220-7020 FAX055-220-7021 http://sanpo19.jp/

〒380-0936 長野県長野市岡田町215-1 日本生命長野ビル3F
TEL026-225-8533 FAX026-225-8535 http://www.naganoOHPC.rofuku.go.jp

〒500-8844 岐阜県岐阜市吉野町6丁目16番地　大同生命・廣瀬ビル11F
TEL058-263-2311 FAX058-263-2366 http://www.gifuOHPC.rofuku.go.jp

〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町59番6号　大同生命静岡ビル6F
TEL054-205-0111 FAX054-205-0123 http://www.shizuokaOHPC.rofuku.go.jp

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目15番32号　日建・住生ビル7F
TEL052-242-5771 FAX052-242-5773 http://www.aichiOHPC.rofuku.go.jp

〒514-0003 三重県津市桜橋2丁目191番4 三重県医師会ビル5F
TEL059-213-0711 FAX059-213-0712 http://www.mieOHPC.rofuku.go.jp

〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1丁目2番22号　大津商中日生ビル8F
TEL077-510-0770 FAX077-510-0775 http://www.shigaOHPC.rofuku.go.jp

〒604-8186 京都府京都市中京区車屋御池下ル梅屋町 361-1 アーバネックス御池ビル東館7F
TEL075-212-2600 FAX075-212-2700 http://www.kyotoOHPC.rofuku.go.jp

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号　堺筋本町センタービル9F
TEL06-6263-5234 FAX06-6263-5039 http://www.osakaOHPC.rofuku.go.jp

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号　神戸クリスタルタワー19F
TEL078-360-4805 FAX078-360-4825 http://www.hyogoOHPC.rofuku.go.jp

〒630-8115 奈良県奈良市大宮町1丁目1番15号　ニッセイ奈良駅前ビル3F
TEL0742-25-3100 FAX0742-25-3101 http://www.nara-sanpo.jp

〒640-8157 和歌山県和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル6F
TEL073-421-8990 FAX073-421-8991 http://www.wakayamaOHPC.rofuku.go.jp

〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町７番　鳥取フコク生命駅前ビル3F
TEL0857-25-3431 FAX0857-25-3432 http://www.tottoriOHPC.rofuku.go.jp

〒690-0887 島根県松江市殿町111 松江センチュリービル5F
TEL0852-59-5801 FAX0852-59-5881 http://www.shimaneOHPC.rofuku.go.jp

〒700-0907 岡山県岡山市下石井1丁目1番3号　日本生命岡山第二ビル新館6F
TEL086-212-1222 FAX086-212-1223 http://www.okayamaOHPC.rofuku.go.jp

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀16番11号　日本生命広島第二ビル4F
TEL082-224-1361 FAX082-224-1371 http://www.hiroshima-sanpo.jp

〒753-0051 山口県山口市旭通り2丁目9番19号　山建ビル4F
TEL083-933-0105 FAX083-933-0106 http://www.yamaguchiOHPC.rofuku.go.jp

〒770-0847 徳島県徳島市幸町３丁目61番地　徳島県医師会館３F
TEL088-656-0330 FAX088-656-0550 http://www.tokushimaOHPC.rofuku.go.jp

〒760-0025 香川県高松市古新町2番3号　三井住友海上高松ビル4F
TEL087-826-3850 FAX087-826-3830 http://www.kagawaOHPC.rofuku.go.jp

〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4丁目5番4号　住友生命松山千舟町ビル2F
TEL089-915-1911 FAX089-915-1922 http://www.ehimeOHPC.rofuku.go.jp

〒780-0870 高知県高知市本町4丁目2番40号　ニッセイ高知ビル4Ｆ
TEL088-826-6155 FAX088-826-6151 http://www.kouchiOHPC.rofuku.go.jp

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目9-30 福岡県メディカルセンタービル1F
TEL092-414-5264 FAX092-414-5239 http://www.fukuokaOHPC.rofuku.go.jp

〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビル8F
TEL0952-41-1888 FAX0952-41-1887 http://www.sagaOHPC.rofuku.go.jp

〒850-0862 長崎県長崎市出島町1番14号　出島朝日生命青木ビル8F
TEL095-821-9170 FAX095-821-9174 http://www.nagasakiOHPC.rofuku.go.jp

〒860-0806 熊本県熊本市花畑町1番7号　MY熊本ビル8F
TEL096-353-5480 FAX096-359-6506 http://www.kumamotoOHPC.rofuku.go.jp

〒870-0046 大分県大分市荷揚町3番1号　第百・みらい信金ビル7F
TEL097-573-8070 FAX097-573-8074 http://www.ooitaOHPC.rofuku.go.jp

〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18番7号　大同生命宮崎ビル６F
TEL0985-62-2511 FAX0985-62-2522 http://www.miyazakiOHPC.rofuku.go.jp

〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町1番38号　鹿児島商工会議所ビル6F
TEL099-223-8100 FAX099-223-7100 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo46/

〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄1831‐1 沖縄産業支援センター7F
TEL098-859-6175 FAX098-859-6176 http://www.okinawaOHPC.rofuku.go.jp

事業内容その他の詳細につきましては、上記にお問い合わせください。


